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当社グループ会社社員に対する譲渡制限付株式報酬制度に関するお知らせ 

 

当社は、2023 年 10 月 20 日付けで開示したとおり、当社グループ会社社員を対象とした譲渡

制限付株式報酬制度（以下、「本制度」という。）を導入し、前年及び本年 7 月 3 日付で該当のグ

ループ会社社員に譲渡制限付株式を付与いたしました。来年度につきましても、前年及び本年度

と同様に本制度を実施することにつきまして、2025 年 10 月 17 日開催の取締役会において決議

いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。 

 

記 

１． 本制度の実施目的等 

本制度は、「人的資本投資」の一部と位置づけ、当社グループ会社社員（以下、「対象者」と

いう。）が、当社株式を所有することにより、株主や投資家の皆さまと同じ視点で考える経営

参画意識を醸成し、持続的な企業価値の向上への取り組みが当社株式の長期的な株価上昇に

繋がり、延いては経済的な利益も享受できるようにするため実施するものであります。 

 

２．本制度の概要 

 本制度の各対象者に対して、株主として議決権行使が可能となるよう単元株以上の付与を

計画し、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は前回同様 110,000 株程度を予定し

ています。 

 

３．その他 

 具体的な付与対象者や付与株式数、その他本制度に係る内容が決定しましたら、速やかに

お知らせいたします。なお、譲渡制限付株式の割当てに関するその他の具体的内容につきま

しては、当社取締役会において決定いたします。 

 

以上 




